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2021年 度予算編成 に対 す る要 望書

内閣府 が発表 した 4～ 6月期 の国内総 生産(GDP)改定値 は、 年率

換算 で実質 マイナ ス 28. 1% と一 次速報値 か ら下方修正 され まし

た。 また 、 総務省発 表の 7月の 家計調査 は、 物価変動 の影 響 を除い

た実 質で前 年 同月比 7. 6%減 少 し、 マイナ スは 10カ月連 続 とな

って います 。更 に、厚 労省発表 の毎月勤 労統計調査(速報値)では、各

名目賃 金 も、 4カ月連 続 のマイナ スで した。

その上 、消 費税 が昨年 1 0月に は1 0% に引き上 げ られ たことが 、

景気 悪化 に追 い討 ちをか けてい ます 。 新型 コロナ ウイル スの感 染拡

大による消 費 の落 ち込み な ども、 経済活動 に大 きな影響 を与 えてい

ます 。 いず れ に しま して も、GDPの落 ち込 みは戦後最悪 、景気動向

指数 も1 2カ月連 続 で悪 化す るな ど、 記録 的な落 ち込 み に見舞 われ

てい ます 。

一方 、 ウイズ コ ロ ナ 、 ポス トコロナ の新 たな社 会が始 まりつ つあ

る中で、 経済優先 の社 会 の在 り方 が問われ てい ます 。 そのため、 新

年度予算編 成 に当た って は 、 新しい社 会を見据 えた予算編成 を求 め

ます 。 市民 の命 と健 康 を守 るた めに、PCR検 査 の抜本的拡 充、保健

所の体制強 化 は緊急 の課 題 です。 また 、 市民 の暮 らしと生 業を守 る

ためにも、 一層の子 育て支援策や 地域 内循 環 が図れ る経 済的支援策

も必 要です 。 そして、 何よりも、 子どもた ちの学 習権 を保 障す るた

めに、 国が ようや く進 めようとしてい る少 人数学級の実現 について

は、 地方 自治 体 として全 力で取 り組 む ことを求 めます 。

そのた め に も、 52年 連続 の黒 字決算 とい う姫 路市の優 位性 を活

かし、 憲法 が保 障す る地 方 自治 体 の本 旨に則 り、住 民福祉 の向上 に

軸足 を置 いた予 算編成 になるこ とを求 め、 ここに要望 します。
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総務委員会

市長公室

く重 点 項 目 〉

1 憲法を遵 守 し、市 民の生存権 を守 り抜 く ことは 、地 方 自治 体の使命である。

世界に誇 る憲 法 9条 を守 り、 戦争す る国づ く りを進 める安 保 法制や共謀罪

法の廃止 を国に求 めること。

2 播磨 圏域 連携 中枢 都市 圏 ビジ ョン の推進 にあたって は行政サー ビスを後

退させ ず 、 団体 自治 、 住民 自治 を守 ること。

3 非核平和宣言都市 ・平 和首長会議加盟 の自治 体 として、 核兵器禁止条約

に署名す るよ う国 に求めるとともに、 平和行政 をさらに推進す ること。

4 市長公室 内には、 市の最優先課題 を推進す るチームを置 くこ と。

5 避難所開設 にあたっては 「姫路市避難所運営のポイン ト」 をいか し、誰 も

が尊 厳 ある避 難 所 生活が送 れ るよ うに す ること。 また新 型 コロナ ウイル ス

感染症対策 を しっか り行 うこ と。

6 感染症 パンデ ミックや 大規模 災害に備 えて、 マスクや 防護服 ・消 毒液な

ど

災害備品の備蓄 に万全 を期す ること。

◆◆◆◆◆

1 道州制 につなが る地 方創生 ではなく、住 民生活 を支援す る地 方再生 を進

めること。

2 「姫路市 まちづ く りと自治 の基本条例」 を活か し、 住民 自治 のまちづ く り

を進 めるこ と。

3 姫路市 出身 の大 学生を対 象に した新 たな給付型奨学金制度 を創設す るこ

と。

4 災害等危機発生 に対 しては、市 民の安全 ・安心を守 るた めに危機管理マニ

ュアル に従 って迅 速 な対応 を行 い 情報伝 達手段の改善 を図 ること。

5 最新 の地 震被 害・風水害想定に基づ き、姫 路市地域 防災計画 の見直 しを進

めること。

① 防災意識 向上 のため、 啓発活動を充実 し、 推進す ること。
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② 「ハザ ー ドマップ 」を住 民参加で作成す るとともに地 区連合 自主 防災会

を確 立す ること。

③ 一時緊急避難所 のバ リア フ リー 化 の徹 底 と体 育館へのエアコンの設置

を推進す るこ と。

④ 防災会議 の女性 委員比率 を高 めること。

6 土砂 災害 警戒 区域 について住民に周知 し、 防災啓発活動を推進す ること。

7 水門、防潮堤 などの安全 、機 能の点検 を含 む防災体制を強化す ること。ま

た、災 害時 には早期に被 害状 況を把握 し、他 局 と連 携 し改善対策を図ること。

8 山崎 断層 をは じめ、西播磨 の活 断層の系統的な調査 を国・県 に強 く働 きか

けるこ と。 また 、 関係機 関に情報公開を求 めること。

9 大規模 災 害発 生 時や他都市 の災 害支援 につ いては教 訓を活 かす ため、 総

括報告書 を作 成す ること。
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総 務 局

く重 点 項 目〉

1 「行財 政 改革 プ ラン 」の推 進 に あ た って は 、住 民 サー ビスの 切 り捨 てで は

なく、 憲法 が定 め る 「地方 自治 の本 旨」 に基 づ き、真 に住 民 本 位 の市 政 を行

うこと。

2 「公共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 」 を進 め る に あ た って は 、 住民 意 見 を尊 重 し、

サー ビスの 低 下 を招 か ない こ と。

3 「定員適 正 化 計 画 」の運 用に あた って は 、事 務 量 に見 合 った 正 規職 員 の配

置を行 い、 ワー ク ・ラ イ フ ・バ ラン スに 配 慮 す るこ と。

4 非正 規 職 員 の 時 間給 は直 ちに 1,000 円以 上 に引 き上 げ 、1,500 円を 目指

し、 待遇 改 善 を図 るこ と。

5 「姫路 市 職 員 の 倫 理 と公 正 な職 務 の確 保 に 関す る条 例 」 の認 知 度 を上 げ 、

適切 な研 修 を行 い 不祥 事 の根 絶 を図 る と と も に 職 務 の専 門性 を高 め る こ

と。

6 「姫路 市 男 女 共 同参 画推 進 条 例 」 に基 づ き、 女性 管理 職 の積 極 的登 用及 び

男性 職 員 の 育 児 休 業 取 得 率 向上 な ど、人 事 ・研 修 を通 じて庁 内 の 男女 共 同参

画を推 進 す るこ と。

◆◆ ◆ ◆ ◆

1 「会計 年 度任 用職 員 制度 」の運 用 に あ た って は 、正規 職 員 の代 替 に しな い

こと。 また 安 易 な ア ウ トソー シ ン グの導 入 は行 わ な い こ と。

2 職員 定 数 の完 全 充 足 を図 り、長 期 出 張 者 ・休 職 者 の代 替 配 置 を行 うな ど職

員の労 働 強 化 や 市 民 サ ー ビス低 下 に な らな い よ う措 置 を講 じるこ と。ま た 、

職員 の月 80時 間 を超 えるよ うな 時 間外 勤 務 を根 絶 す るとと も に 、 コロナ 禍

に対 応 した 職 員 配 置 を行 うこ と。

3 公益 通 報 制度 の認 知 度 を上 げ 、有 効 活 用 を 図 る ととも に 、必 要 な権 限 を も

つオ ンブ ズ パ ー ソン (行 政 監 視 員 ) 制度 を新 設 す るこ と。

4 指定 管 理 者 制 度 導 入 につ い て は 、公 共 性 、専 門性 、継 続 性 や サ ー ビス水 準

確保 、会計 の透 明性 な ど、十分 に配 慮 して対 応す るこ と。ま た 、教 育部 P旧こ

は導 入 しな い こ と。

5 マイナ ン バ ー 制 度 につ い て は 、3分野 事 業 以外 に は拡 大 しな い こと。また

職員 の マ イ ナ ン バ ー カー ド取 得 を強 制 しな い こと。 あわ せ て市 民 の個 人 情

報につ い て は 厳 格 な管 理 を行 い 情報 流 出 を防 ぐこと。

6 コロナ 禍 に よ る雇 い 止 め に な った 労 働 者 を、 会計 年 度任 用職 員 に優 先

的に採 用す るこ と。
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財 政 局

く重 点項 目〉

1 予算 編 成 に あ た っ て は 「環 境 ・福 祉 ・教 育 」 型の 成 熟 社 会 に ふ さわ しい 予

算編 成 を 行 うこ と。 あわ せ て これ ま で の 大 企 業 呼 び 込 み 型 で は な く地 域 経

済活 性 化 を 推 進 す る予 算 編 成 に 努 め る こ と。

2 談合 ・不 正 を 生 ま な い 入 札 制 度 に す るた め 、総 合 評 価 制 度 の 導 入 や 地 元 中

小企 業 優 先 の 条 件 付 き一 般 競 争 入 札 な ど 、民 主 的 で 公 平 ・透 明 な 入 札 制 度 を

推進 す る こ と。

3 市発 注 の 公 共 工 事 や 業 務 委 託 な ど の 「公 契 約 」に携 わ る労 働 者 に つ い て は 、

「公契 約 条 例 」 を制 定 し、 下請 け 、孫 請 け を 問 わ ず 、適切 な 賃 金 を確 保 す る

こと。 あわ せ て 国 に 対 して も、 「公契 約 法 」 の制 定 を求 め る こ と。

4 感染 症 パ ン デ ミッ ク や 大 規 模 災 害 時 へ の 財 政 支 援 に あ た っ て は 、 迅速 か

つ生 活 弱 者 を最 優 先 で 支 援 す る こ と。

◆◆ ◆ ◆ ◆

1 白色 申告 で あ っ て も家 族 従 業 員 の 給 料 が 経 費 と認 め られ る よ う、 所得 税

法 56条 の 廃 止 を 国 に 求 め る こ と。

2 工事 技 術 検 査 室 の 体 制 を 充 実 させ 、 関係 課 に 対 して 正 しい 設 計 積 算 が 行

われ る よ う指 導 強 化 を 図 る こ と。

3 公共 工 事 につ い て は 市 内 の 中 小 業 者 へ の 優 先 発 注 、分 離 ・分 割 発 注 に よ り、

発注 金 額 比 率 の 一 層 の 向 上 を 目指 す こ と。

4 本庁 舎 も含 め 、 避難 所 とな る よ うな 公 共 施 設 へ W i-Fi整備 を 推 進 す るこ

と。
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消 防 局

く重 点項 目〉

1 姫路市の防災体制を強化す るため、 常備消防力の強化を図ること。

2 消防職員 の配 置にあたっては、国基準を確保す ること。とりわ け、化 学的

な専 門職 員 の増員 を図ること。

3 感染症パ ンデ ミックや 大規模災害 に備 えて、マ スクや 防護服・消毒液など

災害備品を独 自に備 蓄す ること。

◆◆◆◆◆

1 消防庁舎 の改 修 にあたっては、 女性専用施 設の整 備やバ リア フリー 化 を

進めるこ と。

2 救急搬送 体制の改善強化 を図ること。

3 救急車の適正利用を図るた め、 市民啓発 を推進す ること。

4 姫路臨海 地 区特別 防災区域 を抱 える自治 体 として、 それ にふ さわ しい消

防業務体制 を確 立す るとともに、 必要な職員研 修 を行 うこ と。

5 震災時 の即応 体制を確 立す るた め、 耐震性地下水槽 の設 置 をさらに計画

的に進 めること。

6 消防団につい ては、行 事等の見直 しや 、さらな る報 酬・手 当の見直 しを行

い、 消防団員の充足率を上 げるとともに女性消防 団員の増員 を図 ること。
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厚生委員会

市 民 局

く重 点 項 目 〉

1 「姫路市男女共同参画推進条例」 に基づき、 男女共同参画を積極的に推進

すること。特 に、附 属機関等の委員その他の構成員の委嘱、任 命等をしよう

とす る場 合には、男女それぞれの構成員の数がその総数の10分の4以上と

なるよう努 めること。

2 地区総合センター・集会所を廃止すること。また、「部落差別解消推進法」

に基づく新 たな施策の実施や条例制定を行わないこと。

3 国民健康保険制度については保険料のさらなる引き下げのため、激変緩

和措置の継 続 と拡充を国に求めること。

あわせ て、 保険料の平準化を行わないよう県 に求めること。

4 自衛 官募集適齢者名簿の提供は中止すること。

5 姫路市パー トーナーシップ制度の創設を

◆◆ ◆ ◆ ◆

1 年齢で差別す る 「後期高齢者医療制度」 の廃止と、70～74歳 の医療費窓

口負担を1割に戻すよう、 国に求めること。

特定健診のガン検診も含 めて検診項 目を増や し、受診率向上を図ること。

国民健康保険制度については以下のことに取 り組 むこと。

① こど もの医療費無料化にともない 国庫負担の減額を課すペナルティ

の完全撤廃を国に求めること。

② 一般会計からの繰 り入 れと、 基金の取 り崩 しで保険料の引き下げを図

るこ と 。

③ 国保料の滞納者に対する短期証 ・資格証明書の発行をやめ、 全ての被

保険者 の手元に保険証を届けること。

④ 国保運営協議会の委員の選出にあたっては広く意 見を聞くた めに、 公

募の人数を増や し、国保被保険者の比率が高い団体の代表を加えること。

⑤ 国保料の減免制度を一層拡充し、 国保の 「一部負担金減免制度」 と新

型コロナ ウイル ス感染症に伴 う減 免制度の周知徹底と運 用改善を図るこ

と。

4 家島診療所の医師確保を行い、 複数体制にすること。
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5 国民年 金 保険料 の引き上 げや支給 開始年齢 引き上 げなどの制度改悪 をや

め、 最低保 障年金制度の創 設 を国に求 めること。

6 国民年金 免除対象者 に対 し、免 除申請 の広報・周知 を図 り、無 年金者 をな

くすよう努 めること。

7 市民会館 ・市民センター 等の老朽化 した机 ・椅 子等の備 品については順 次

新しいもの と交 換す ること。

8 マイナ ンバー制度 については、職員 も含 め市民へのカー ド作成・利用強制

は行 わない こと。

9 人権教 育 ・啓 発については、 女性 ・ こども・障 害のある人 など、 あらゆ

る人 権尊重 の視 点を大切に し、 「同和問題」 を特別扱 い しない こと。



健康福祉局

く重 点 項 目 〉

1 市の こど も医 療費助成 制度 において所 得制限の撤 廃 と高 校 卒業まで の医

療費無料化 を図 ること。国 に対 しては、こど も医療費無料化 を国の事 業 とし

て行 うよ う求 めるこ と。

2 新県立病 院の整備 にあたっては、姫路 を含 む医療圏域 が抱 える医療課題 、

特に感 染症 にしっか り対 応 できる拠 点病院 にす るよ う県 に求 めること。 ま

た、市南西 部の医療体 制を後退 させ ない こと。あ わせ て、進 捗状況に応 じて

市民へ の情 報公 開 ・説 明責任 を果 たす こと。

3 イベ ン トゾー ンでの医療系高等教育・研 究機 関については、情 報公 開・説

明責任 を果 たす こと。

4 姫路市 として医療計画 を策定 し、地 域 医療 ・救 急医療 ・僻 地医療な ど行政

の責任 を果 たす こと。

5 新型 コロナ ウイル ス感 染症 なども含 め、新 たな感染症 に対 し、保 健所及び

環境衛 生研 究所 の専 門職員の増配置 な ど、 体制強化 を図ること。 また PCR

検査の抜本 的拡 充 を行 うこ と。

6 高齢 者 バ ス等 優 待乗 車制度 にお いては、 介護度 に関係 な くタ クシ ー も選

択肢 に加 え るこ と。

7 生活保護 の申請 につ いては、憲 法 に基 づ く適 正 な対応 を行 い、国庫負担率

堅持 を求 め るこ と。 また コロナ 禍 による申請 者 に対 しては 国か らの通知 を

生か し、 柔軟 かつス ピーデ ィー に対応す ること。

8 ひきこも り相 談 の専 門窓 口を設 置す ること。

◆◆◆◆◆

1 「障害者 総合 支援法 」 については、 国と訴 訟団 との 「基本合意」 や 「障害

者制度 改革 推進 会議 の骨格提言」を活 か し、障 害者本人や家族の願いを反映

させ る見 直 しを国 に求 めること。

2 配偶者 暴 力相 談 支援セ ン ター の周知 を図 り、 被害者 の救 済 と自立 支援 の

ため ワン ス トップ で関係機 関との連 携 を行 うこ と。また 、加 害者更生 のため

の取 り組 み を国 に求 めること。

3 総合福祉 会館 の相談 窓 口の なお一層 の広報 ・周 知 を図 ること。

4 休日・夜 間急 病セ ン ター の医師 ・看 護 師の待遇改善 を図 るな ど、人 員体制

を強化 す ること。
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5 母子保 健 事業の拡 充を行 い、 妊婦健診か ら切 れ 目の ない子育て支援 を推

進す るこ と。

6 保健所機 能の充実 を図るとともに、保 健師等専門職 の増員 を行 い、市 民の

健康相談 ・健 康指導 など保健サー ビスを充実 させ ること。

7 はり きゅ う・マ ッサー ジの無料制度 を拡充 し、 周知徹底す ること。

8 障害者 差 別解 消法 に基づき、姫 路市手話言語条例や、職員対応要領を生 か

し、 市民啓発 を推進す ること。

9 障害者 については、 65歳以上になって も障 害者総合支援法 を優先 させ る

こと 。

10 障害者 の訪 問入浴 サー ビスにおいては、事業所 開設者 を確 保 し、利用回数

を拡 充す ること。

11 重度心身 障害者 を対象 とした生活介護事業 を市 内東 部 ・南 部 において も

展開で きる よ う支 援す ること。

12 障害者 の緊急一時保護のた め、市 内の入所施設において、身 体・知的 とも

量的確保 を行 うこ と。

13 災害時要援護者台帳については、更新 ・整 備 を行 うこ と。ま た、災害時に

は各地域 支援協議 会が機 能す るよ う行 政 として支援す ること。

14 福祉避難 所の広報 ・周知 を徹 底 させ るとともに、指 定施設 を拡 充すること。

15 介護保 険制度 について、 次の事項 を国に求 めること。

① 国庫 負担割合 を現在の四分 の一か ら、 制度発足前の二分の一に引き上

げ、 低所 得者 へ の減免制度 を拡 充す ること。

② 保険料 徴収年令 の引き下 げ と利 用料 金の引き上 げは行わないこと。

③ 特養 ホー ムな どへ の入所待機者解消のため、 補助金 を引き上 げ、 必要

に応 じて施設整備 を行 うこ と。

④ 介護 報酬の適切 な引き上 げによって、 介護労働者 の労働条件の改善を

図るこ と。

⑤ 軽度介護保 険者 の保 険給付 はず しは行 わない こと。

16 介護保 険事業推進 にあたって、 次の措 置をとる こと。

① 保険料 は低所得者 に配慮 して減免 ・軽 減制度 の拡 充を図 ること。

② 介護 認 定 にあたって は、 高齢者 の生活実態を正 しく反 映 し、 認定を素

早く行 うこ と。

③ 第8期 計 画 に基づ き、 施設整備 とサ ー ビス確 保 を図ること。

④ ペナル ティに よる利 用制 限 の対象者 には、特別対策をとり、利用制 限が

ない よ う改 善 を図 ること。
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⑤ 住民の立場 に立 った公正、公 平な事業推進 のために、オ ンブズパー ソン

制導 入な ど、 第三者機関によるチ ェック体 制を強 めること。

⑥ 食費 ・居 住費 の全 額 自己負担制度 に関 して、 市独 自の 負担額軽減制度

を拡 充す ること。

17 在宅高齢 者介護 手 当は堅持すること。

18 法人・事 業所 等の監 査については、職 員の増配置 を行 い、厳 正な監査を行

うこと。

19 生活保護 行政 については、 以下のことに取 り組 む こと。

① 憲法 に基づ く適 正 な対応を行 い、 国庫負担率堅持 を求 めること。

② 生活保 護基準や各種加算について、改 悪 を行 わない よう、国 に求 めるこ

と。

③

④

⑤

⑥

受給 を求 める市 民には、申請 用紙 を窓 口に置 き、申請 しやす くす ること。

申請 書提 出以 前 に、 個人のプ ライバ シーに関す る事 柄 を問いただす よ

うなことをや めること。

緊急援護 資金 を増額 し、 申請 手続 きを簡 素化す ること。

ケース ワー カー の配置 については増配置 を行 い 国基準 を厳 守す るこ

と。

⑦ エアコンのない世帯にエアコン購入費の一部助成 を行 うこ と。 また夏

期手 当の新設 を国に求 めること。

⑧ 生活保 護 の 申請 に対 しては正規職員が対応す ること。

20 生活 困窮 者 世 帯 の子 どもへ の学習支援 事業 を拡 充す るな ど、 子育て支援

と して子 ども未 来 局 との連携 を図ること。

21 石綿 (アスベ ス ト) の健 康被害対策は以下の措 置 をとること。

① 石綿製 品の製 造及び使用 した企 業・事務所 を調 査 し、そ の結 果を公表 し、

企業 に対 して平 成 17年 7月 15日付 、 厚生労働省通達 (通 715002号 )

通りに 従 業員及 び退職者 に健康診 断の実施や石綿健康管理手帳の申請 や

労災手続 きの 説 明を行 うよ う指 導 す ること。

② 石綿製 品の製 造及び使用 した企 業 ・事 務所 の作 業従事者や周辺住 民な

どの健 康被 害 につ いて誠 意をもって対応す るよ う指 導す るこ と。

22 貯水槽 簡易水 道 の検 査 は 100%実施す ること。

23 JRの高架 駅 (京 口)・山陽電車 の高架 駅 (西飾 磨駅、 夢前川駅) にエ レ

ベーター の設 置 を行 うこ と。
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24 太平 洋 戦 全 国戦 災都 市 空 爆 死 没者 慰 霊塔 につ いて は 、市 民 へ の周知 ・啓 発

の拡 充 と平 和のモ ニ ュメン トと して全 国に 向 け さらな る発 信 を行 うこ と。

25 「動物 施 設 の あ り方 検 討 部 会 」 の報 告 書 に基 づ き、 殺処 分 を行 わな い 「動

物愛 護 セ ン ター 」 の設 置 な ど、 動物 愛護 行 政 の推 進 を図 るこ と。
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経済観光委員会

産 業 局

く重 点 項 目 〉

Ⅰ コロナ 禍 による売 上減少などで事業継続 に困難 をきたす 事業者 に新 たな

補助制度 や 支援 制度 を創設す ること。

2 地域経済 活性 化のため、住 宅 リフ ォー ム助成制度 ・店舗 リニ ュー アル助成

制度 を創 設 し、 地元中小業者 の育成 に努 めること。

3 新たな姫 路市 中央 卸売市場 の移転・整備 については、仲 卸業者等利用者 の

要望 ・相 談 等 に十分対応 し、市 民の食 の安全 を確 保す ること。ま た賑 わい施

設につ いて は、 情報公開と市 民論議 で進 めること。

◆◆◆◆◆

1 労働者 の健 康 と安 定的雇用を守 るた め、 以下のことを国 に求 めること。

① 正規 と非 正 規労働者 の 「均等待遇」 のル ール を確 立す るこ と。

② 労働者 派遣 法を抜本的に改正 し、 派遣 労働者保護法を制 定す ること。

③ 残業代 ゼ ロ制 度 と長 時間労働 を容認 した 「働 き方 改革法」は廃止す るこ

と。

④ 最低賃 金 は全 国一律 とし、 直ちに時給 1,000円とし早期に 1,500円を

めざす こと。

2 工場立地促進 条例 は、限度額 を設 定す るな ど大企業優遇 を見 直 し、予算を

削減 す るこ と。

3 ブラック企 業根絶 のため、市 内企 業 に対 して、労働局や 労働基 準監督署 と

連携す るな ど、 啓発 を行 うこ と。

4 就職 が困難 な若者 ・社会的弱者 に雇用機 会を増やす よう企 業 ・事業所 にも

要請す るととも に 、 市としても公 的就 労機会を拡 大す ること。

5 ブラックバ イ ト根 絶のため、高校 生 ・大 学生などに労働 関係 法令の周知 ・

啓発 を推 進 す ること。

6 労働 組 合 地域 セ ン ター へ の助 成及 び各種審議会等 の委員選 出にあたって

は、 全ての労働 団体 に対 し公 平 に行 うこ と。

7 中小 企 業振興 基本 法に基づ き、中小企業振興条例 を制定 し、中小業者の支

援を推 進す るこ と。

8 姫路市 として 市 内中小業者 へ の人材確保 を支援す ること。
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9 「中心 市 街 地 活 性 化 基 本 計 画 」 に基 づ き中 心 市 街 地 の活 性 化 を図 るこ と。

特に ヤ マ トヤ シ キ跡 につ い て は 所 有 者 とそ の活 用 時 期 ・活 用 方 法 な ど協 議

を行 うこ と。

10 姫路駅 北 にぎ わい 交 流 広場 の運 営 に あた って は 、透 明性 ・公 平 性 を保 ち、

市民 の憩 い ・交 流 ・活 性 化 の場 とな るよ う努 めるこ と。

11 姫路・西 は りま 地 場 産業 セ ン ター につ い ては 、地 場 産 業 振 興 の拠 点 とし て

一層 の支 援 を行 う と ともに観 光 客 に対 して さらな る PR を行 うこ と。

12 市とし て 農 業 の振 興 を図 るた め次 の施 策 に取 り組 む こと。

① 生産 を 続 け られ る米 価 対 策 を国 ・県 に求 めるこ と。

② 若い新 規就 農 希 望者 や 定年 退 職 後 の就 農 希 望者 に技 術 指 導 や 経 営指

導 ・生 活 支援 な ど を行 うこ と。

③ 地場 産 農 産 物 を育 成 し、 品質 の よい 特 産 品 とし て伝 統 野 菜 の生 産 を支

援す る こ と。

④ 遊休 農 地 を市 民 農 園や 福 祉 農 園 ・学 童 農 園な ど農 業 を体 験 で きる よ う

有効活 用 を 図 るこ と。

⑤ 市街 化 区域 で も農 業 が続 け られ るよ う、生 産 緑 地 制 度 を導 入 し、固 定 資

産税 を軽 減 す るこ と。

工3 鳥獣 被 害 の実 態 を調 査 し、 被害 に応 じた対 策 を行 うこ と。

14 森林 整 備 に対 す る行 政 責 任 を明確 に し、 森林 の持 つ 多 面 的 機 能 を将 来 に

わた り持 続 的に 発 揮 で きる施 策 を推 進 す るこ と。

15 瀬戸 内 海 を漁 場 に もつ 自治 体 とし て 、 藻場 の育 成 や 栽 培 漁 業 セ ン ター を

強化 し、漁業 協 同組 合 とも連 携 しな が ら 「つく る漁 業 、育て る漁 業」 をさら

に発 展 させ るこ と。

16 瀬戸 内海 の海 苔 の色 落 ちに つ い て 、国 ・県 ・市 が共 同で 原 因調 査 を行 い、

改善 に取 り組 む こと。

17 農林 水 産 業 に 対 す る台 風 ・集 中豪 雨 な どに よる農 作 物 被 害 、農 機 具・資材 ・

船や 漁 具 な どの被 害補 償 を拡 充 す るよ う国 に求 め るこ と。

18 瀬戸 内 の 環 境 を守 るた め 、 これ 以 上 の埋 め立 て を行 わ な い よ う県 に求 め

るこ と。
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環 境 局

〈重 点 項 目 〉

1 原発 ゼ ロ と石 炭火 力発 電 所 を廃 止 し、気 候 変 動 を抑 制 す る経 済 ・社 会へ の

転換 を国 に 求 め るこ と。

2 原発 か らの 即 時 撤 退 ・地 球 温暖化 防 止 の 立 場 か ら、太 陽 光 発 電 など 自然 エ

ネル ギー の 活 用 を促 進 させ るた め、国 ・県 に助 成 制 度 の再 開 を求 めるとと も

に、市とし て も助 成 制度 を再 開す るこ と。ま た 、公共施 設 の 新 築 ・大 規 模 改

修時 に は 太 陽 光 発 電 設備 を設 置 す るこ と。

3 産業 廃 棄 物処 理 行 政 に お い て は 姫 路 市 産 廃 処 理 施 設 設 置 条 例 を生 か し、

住民 へ の説 明を 徹 底 させ るな ど、業 者 に対 して適 切 な指 導 をす るこ と。ま た 、

産廃 処 理 業 者 へ の行 政 処 分 ・立 ち入 り検 査 等 につ い て は 環 境 省 通 達 に基 づ

き厳 格 に行 うこ と。

◆◆ ◆ ◆ ◆

1 「姫路 市 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 」にも とづ き、温 室 効果 ガ スを削 減 す る

こと。 また 姫 路 市 とし て 「気候 非 常事 態 宣 言 」 を行 うこ と。

2 市内 の環 境 調 査 につ い て は 、 大気 ・土 壌 ・水 質 ・海 水 ・海 底 の調 査 地 点 ・

回数 を増 や し、 環境 保 全 を図 るこ と。

3 公害 防 止 条 例 を抜 本 的 に 改 正 し、企 業 責 任 の明確 化 、有 害 物 質 の総 排 出量

規制 の 早 期 実 現 、企 業 負担 に よる無 過 失 賠 償 責 任 制 の確 立 、住 民 の調 査 権 、

行政 措 置 請 求権 な ど住 民 参 加 の公 害 防 止 行 政 を進 め るこ と。同 時 に、全 ての

環境 に 関 わ る情 報 の公 開 を行 うこ と。

4 降下 煤 塵 の規 制基 準 を定 め るこ とを 国 ・県 に求 め る こ と。市 独 自に 定 めて

いる 「好 ま しい 環 境 条 件 の 目安 値 (lkm'当た り月 3 トン)」を事 業者 に厳 守

させ るこ と。

5 低炭 素 型 社 会 を め ざす た め 、 市内の 工 場 及 び 車 両等 の排 出す る CO2を把

握 ・公 表 し、 削減 目標 を達 成 す るよ う監 視 ・指 導 す るこ と。

6 市内 の 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 な どの 焼 却 炉 に つ い て 、 ダイオ キ シ ン類 等 大

気 ・土 壌 ・排 水 の第 三 者 に よる調 査 を義 務 づ け る こ と。

7 「エコパ ー クあ ぼ し」 の安 全 対 策 につ い て は 、 今後 とも建 屋 下 を含 めメタ

ン・硫 化 水 素 等 の有 害 物 質 や 地 盤 沈 下 の測 定 と公 表 を継 続 す るな ど、強 化 を

図る と と も に 、 地震 等 災 害 へ の対 策 も強 め る こ と。
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8 市内の産 業廃 棄 物 多 量 排 出元 事 業者 に対 して 、産 業廃 棄 物 の減 量化 ・資源

化の 目標 と実 績 を明確 に させ るこ と。ま た 、市とし て も指 導 ・監 督 を強 化 す

るこ と。

9 産業廃 棄 物 処 理 行 政 にお い て は 姫 路 市産 廃 処 分 場 施 設 設 置 条 例 を活 か し、

住民 へ の説 明 を徹 底 させ るな ど、 業者 に対 して適 切 な指 導 をす ること。

特に宮 ケ 谷 最 終 処 分 場 につ い て は 、改 善命令 の完 全 な る履 行 を図 るよ う指

導を継 続 す るこ と。

10 リサイク ル にお け るエ コタ ウ ン 事 業 につ い て は 、環 境 調査 を行 い、情 報 公

開と住 民 参 画 に よっ て 、 環境 保 全 ・住 民 の安 全 と健 康 を守 るこ と。

11 空き缶 ・ビ ン・ペ ッ トボ トル な どの回 収 を企 業 の責 任 で行 わせ るよ う国 に

強く求 め る こ と。

12 マイク ロ プ ラス チ ック汚 染 をな くす た め、 プラス チ ック製 品の製 造 規 制

や回 収 を徹 底 す るよ う国 に求 め るこ と。

13 ゴミス テ ー シ ョン を安 全 な場 所 に設 置 す るた め に 用 地 を確 保 し、 ステ ー

ション の整 備 を行 うこ と。

14 一人暮 ら しの 高 齢 者 ・障 害者 のた め に可 燃 ごみ の個 別 収 集 を行 うこ と。

15 ゴミ・廃 棄 物 の不 法 投 棄 防止 の た めパ トロー ル を強 化 し、適 切 な行 政指 導

を行 う こと。

16 砂浜 な ど 、 自然 環境 の保 全 を進 め るた め積 極 的 な施 策 を進 め るこ と。

大塩 ・的 形 ・白浜 の砂 浜 海 岸 の保 全 対策 を強 化 し、 海浜 植 物 や 生物 を守 る具

体的施 策 を進 め る こ と。
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観光スポ ー ツ局

く重 点 項 目 〉

1 コロナ 禍 の 下 で 、これ まで のイン バ ウン ド頼 み の観 光政 策 を見 直 し、新 た

な賑 わ い づ く りなど、 市民 に軸 足 をお い た 観 光行 政 を行 うこ と。

2 文化 コ ン ベ ン シ ョン セ ン ター の整 備 に あ た って は 「姫 路 市 文 化 振 興 ビジ

ョン」に基 づ き、姫 路 市 民 の文 化 活 動 な ど文 化 振 興 の拠 点 に な るよ うに す る

こと。ま た 開 館 準 備 に 向 け て は 、文 化 団 体 等 の意 見 を反 映 す るとと もに 、文

化国際 交 流 財 団 の 人 員 を増 加 し、 引き続 き体 制強 化 を図 るこ と。

◆◆ ◆ ◆ ◆

1 観光 客 に 対 して 、新 型 コロナ 感 染 症 対 策 を しっか り行 うこ と。ま た 、お城

周辺 の案 内 機 能 の 充 実 、 道路標 識 の改 善 ・清 掃 美化 を図 るこ と。

2 「姫路 城 平 成 中期 保 存修 理 計 画 」に基 づ き、城 の保 存 整 備 を推 進 す るこ と。

3 文化 芸 術 基 本 法 に基 づ き、姫 路 市 の芸 術 ・文 化 施 策 推 進 のた めの条 例 を制

定し、 「地方 文 化 芸 術 推 進 基 本 計 画 」 を策 定 す るこ と。

4 市民 の文 化 芸 術 ・ス ポ ー ツ活 動 へ の振 興 を図 るた め 、新 たな 補 助制 度 の広

報・周 知 を 行 うこ と。ま た コロナ 禍 の 下 で の文 化 芸 術 ・ス ポ ー ツ活 動 の在 り

方を検 討 し、 支援 を行 うこ と。

5 移転 後 の 動 物 園 の 在 り方 につ い て は 、 幅広 い 市 民 意 見 の聴 取 と丁 寧 な議

論を行 うこ と。

6 「姫路 市 スポ ー ツ推 進 計 画 」 に基 づ き、 市民 が気 軽 に スポ ー ツに親 しみ 、

体力 の 向 上 が 図 られ るよ う取 り組 む こ と。

7 コロナ 禍 の 下 で の 大 規 模 な ス ポ ー ツイ ベ ン トの 在 り方 につ い て検 討 し、

方針 を明 らか にす るこ と。
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建設委員会

都 市 局

く重 点項 目〉

1 老朽 化 し た 市 営 住 宅 につ い て は順 次 建 て替 え、 高齢 者 及 び 障 害者 用 の 住

宅を増 や す こと。

2 特定 目的 住 宅 (旧地 域 改 善 住 宅 )の入 居 申し込 み は 、全て住 宅 課 で行 うこ

と。

3 一定 の規 模 を超 え る太 陽 光 パ ネ ル の設 置 につ い て は 、 業者 の 責 任 を明確

にし、 自然 環 境 との 調 和 を図 るこ とを 目的 に した 条 例 を制 定 す るこ と。

4 太陽光 発 電 の 申請 事 業者 に対 して は 、兵 庫 県 の 「太 陽 光発 電 設 置 等 と地 域

環境 との 調 和 に 関す る条 例 」 に基 づ き、 市の責 務 を果 たす こと。

5 JR姫 路 駅 に早 急 にホー ム ドア の設 置 がで きる よ う取 り組 む こと。

◆◆ ◆ ◆ ◆

1 便利 な とこ ろ に 市 営住 宅 を建 設 し、国 庫 補 助 を増 や す よう要 求 し、若 年 単

身者 も入 居 で きる よ う改 善 す るこ と。

2 市営住 宅 につ い て 以 下 の対 策 を講 じるこ と。

① 民間 住 宅 の借 り上 げ も含 め 、 高齢 者 及 び 障害 者 用 の住 宅 を増 や す こと。

また 、 空き室 の改 修 予 算 を増 額 し、 入居 待 機 者 を減 らす こと。 老朽 水 道

管及 び 排 水 管 を早 急 に取 り替 え るこ と。

② 家賃 減 免 制 度 の拡 充 を図 るこ と。

3 公共 交 通 空 白地 域 の見 直 しを行 い 、 市民 参 画 で コ ミュ ニ テ ィバ スな どを

導入 し、 市民 の 生 活 の権 利 ・移 動 の権 利 を保 障 す るこ と。

4 播但線 ・姫 新 線 につ い て は 、車 両 編 成 を増 や し山陽 本 線 との 接 続 の改 善 を

図るな ど利 便 性 の向 上 を JRに 求 め るこ と。

5 住民 が 安 心 して 暮 らせ るま ち づ く りのた め に 、 パチ ン コ店 及 び ゲー ムセ

ンター 楊外 賭 博 券 売 り場 等 の規 制 に 関す る条 例 を制 定 す るこ と。

6 戸建 て 住 宅 耐 震 化 を推 進 す るた め 、 耐震 改 修 促 進 事 業 の周 知 と補 助 金 の

拡充 を図 る こ と。

7 公共施 設 の耐 震 調 査 を促 進 し、 建て替 えや 補 強 工事 を急 ぐこ と。

8 老朽 危 険 空 き家 対 策 につ い て は 、制 度 の周 知 を 図 る ととも に 、柔 軟 な対 応

をす るこ と。

9 人口減 少 化 社 会 を迎 え るな か で 、需 要 予 測 の甘 い 「播 磨 臨海 地 域 道路網構

想」 の計 画 推 進 は 、 中止 す るこ と。
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建 設 局

〈重 点 項 目 〉

1 全ての 公 共施 設 は 高齢 者 ・障 害者 が利 用 しや す い よ うに エ レベ ー ター ・多

機能 トイ レ な ど を設 置 し、 バリア フ リー 化 を推 進 す るこ と。

2 市道 の舗 装 ・改 修 につ い て は 市 の責 任 で計 画 的 に行 うこ と。

◆◆ ◆ ◆ ◆

1 県道 太 子 御 津 線 ・大 江 島太 子線 ・龍 野 線 ・宮 田線 の太 子 町域 ・夢 前川右 岸

線の道 路 整 備 につ い て は 早 期 実 現 を県 に求 め るこ と。

2 市道 鹿 谷 田線 ・網 干 17号線 ・都 市 計 画 道 路 城 北線 の道 路 整 備 の早 期 実 現

を図 る こ と。

3 「バリア フ リー 新 法 」 に基 づ き、全 ての 公 共 施 設 ・主 要 駅 ・主 要駅 周 辺 道

路は 、 バ リア フ リー 化 を推 進 す るこ と。

4 里道 の補 修 ・改 修 につ い て は 地 元負 担 を廃 止 す るこ と。

5 歩道 の 整 備 に つ い て は 、 車イス 使 用 者 が安 心 して 通 行 で きる 幅 を確 保 す

るとと も に 、段 差 解 消や 傾 斜 に も配 慮 して 、誰 もが 安 心 して利 用 で きる よ う

にす るこ と。

6 「姫 路 市 自転 車 利 用 環 境 整 備 基 本 計 画 」 及び 「姫 路 市 の歩 行 者 ・自転 車 の

安全 ・快 適 化 計 画 」 に基 づ き、 自転 車 環 境 の整 備 を進 め る こ と。

7 「姫 路 市 自転 車 等 の 駐 車 秩 序 に 関す る条 例 」 に基 づ き放 置 自転 車 対 策 を進

める と と も に 駐 輪 場 の整 備 を推 進 す るこ と。あ わ せ て JR姫 路 駅 周辺 や お城

周辺 に 単 車 がお け る駐 輪 スペ ー スを 増 設 す るこ と。

8 住民 の安 全 安 心 の た め 、街 路 灯 ・カー ブ ミラ ー 等 の整 備 を推 進 す るこ と。

また 、歩 道 確 保 の た め 、側 溝 のふ た掛 け ・危 険 防 止 柵 な ど安 全 対 策 を推 進 す

るこ と。

9 都市 計 画 の公 園整 備 につ い て は 住 民 意 見 を尊 重 し、 「公園整 備 プ ログ ラム 」

にも とづ き、 推進 ・整 備 す るこ と。

10 公園 の 遊 具・砂 場 の管 理 を徹 底 し、樹 木 の剪 定 ・除 草 や ゴ ミ清 掃 をは じめ、

各種 設 備 (水 洗 ・多 機 能 トイ レ) の整 備 を図 り、 あわ せ て公 園管 理 費 の見 直

しを行 うこ と。

11 浜手 緑 地 公 園 に つ い て は 、治 安 確 保 の た め樹 木 の剪 定 や 清掃 は、実 態 に応

じて行 い 、 トイレ ・ベ ンチ 等 の修 理 を行 うこ と。
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12 街路樹 の 剪 定 ・除 草 につ い ては 、 市の責 任 で計 画 的 に行 うこ と。

13 垣内公 園 の周 辺 道 路 の整 備 は 、 地域 要 望 に基 づ き早 急 に実 現 す るこ と。

14 夢前 中学 校 へ の進 入 道 路 の夢 前 中学 校 東 線 は 、 通学 路 に もか か わ らず 狭

隘で事 故 が 多 い こ とか ら生 徒 と住 民 の安 全 の た め 、 歩道 を確 保 した 道 路 に

早急 に整 備 ・改 善 を行 うこ と。

15 河川公 園 を守 るた め管 理 体 制 の抜 本 的 な改 善 を図 るこ と。

16 市内 の 公 共 コン ク リー ト構 造 物 施 設 、 特に 1 96 0年 代 以 降 の建 設物 を

調査 し、 「橋梁 長 寿 命 化 修 繕 計 画 」 に基 づ き、 危険度 の高 い もの か ら、 順次

修繕 を行 うこ と。

17 河川 の り面 や 市 管理 地 の除 草 につ い て は 、 適切 な管理 を行 うこ と。
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都市拠点整備本部

1 手柄 山 中 央 公 園 の 整 備 に つ い て は 、住 民 意 見 を尊 重 し、施 設 整 備 を推 進 す

るこ と。

2 姫路 駅 周 辺 整 備 事 業 の 推 進 に つ い て は 、21世 紀 に ふ さわ しい 福 祉 ・教 育 ・

環境 を基 本 にお き、 中心 商 店 街 ・地 下 街 ・駅 西 地 区 な ど と連 携 を 図 り、 回遊

性 あ る も の とす る こ と。

3 文化 コ ン ベ ン シ ョン セ ン ター 及 び 周 辺 施 設 等 の 整 備 に つ い て は 、 工事 の

安全 面 に も 配 慮 し な が ら計 画 どお り進 め る こ と。 また 新 県 立 病 院 の 連 絡 通

路に つ い て は 、 感染 症 発 生 時 に は 連 絡 通 路 を 閉 鎖 す る こ と。

4 駅南 土 地 区 画 整 理 事 業 は 住 民 の 合 意 と納 得 の も と、 スピ ー ド感 を も っ て

進 め る こ と 。

5 「姫 路 市 鉄 道 駅 周 辺 整 備 プ ログ ラム 」 に基 づ き、駅 舎 (京 口駅 ・西 飾 磨 駅 ・

夢前 川 駅 )のバ リア フ リー 化 や 駐 輪 場 整 備 等 推 進 す る こ と。ま た 御 着 駅 につ

いて は 、 駅 南 側 の 安 全 を確 保 しな が ら利 便 性 を図 る こ と。
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下水道局

1 下水 道 料 金 に つ い て は 国 の 補 助 金 の 増 額 を求 め 、 一般 会 計 か らの 繰 り入

れで 市 民 へ の負 担 増 を行 わ な い こ と。

2 老朽 下 水 道 管 の 対 策 に つ い て は 、長 寿 命 化 計 画 を策 定 し、順 次 改 築 ・更 新

を進 め る こ と。

3 旧市 街 地 な ど 、 合流 式 の 下 水 道 は 分 流 式 に 切 り替 え る と と も に 浸 水 対 策

を進 め る こ と。

4 皮革 排 水 処 理 を事 業 者 負 担 の 原 則 を ま げ て 公 共 下 水 道 事 業 に組 み 入 れ た

国・県 の 責 任 は 重 大 で あ る。皮 革 排 水 処 理 の市 民 負 担 を な くす た め 、原 因 者

負担 を基 本 とし っ つ 、 国・県 の 大 幅 な 補 助 を 求 め る こ と。

5 井戸 水 な ど 地 下 水 の 使 用 事 業 者 に 対 して は 、 下水 へ の 排 水 量 を測 定 し適

正な使 用 料 金 を求 め る こ と。

6 集 中豪 雨 に よ る 市 内 各 地 の 水 害 防 止 ・浸 水 対 策 を 講 じる こ と。

① 浸水 地 域 を き ち ん と把 握 し、 計画 的 に 改 善 を図 る こ と。

② 市川 な ど堤 防 が 低 い 部 分 に つ い て は 、 堤防 の か さ上 げ を行 うよ う県 に

要望 す る こ と。

③ 浸水 対 策 の た め 、 土砂 の浚 渫 工 事 を進 め る こ と。

④ 俳水 路 の 地 元 負 担 に つ い て は 、 軽減 を 図 る こ と。

⑤ 今在 家 ・地 蔵 川 ・吉 美 な ど 、 改善 が必 要 な排 水 ポ ン プ 場 の増 強 を進 め

るこ と。

7 播磨 高 潮 対 策 事 業 の うち 、夢 前 川 ・水 尾 川 合 流 点 の漁 船 等 の 停 泊地 整 備 を

早期 に 行 うよ う県 に 求 め る こ と。

8 海苔 の 色 落 ち対 策 の た め 、冬 場 の塩 素 濃 度 の 調 整 を行 うな ど 、産 業 局 と連

携 を 図 る こ と。
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氷 道 局

1 水道 料 金 につ い て は 国 の補 助 金 の増 額 を求 め、 一般 会 計 か らの 繰 り入 れ

で市 民 へ の 負 担 増 を行 わ な い こ と。

2 大規 模 事 業 者 の地 下水 取 水 に つ い て は 条 例 等 に基 づ き、 適正 に行 わ れ る

よ う指導 ・監 視 を行 うこ と。

3 県水 道 用 水 供 給 事 業 の長 期 責 任 受 水 制 の 再 検 討 と、 二部 料 金 制 の撤 回 を

県に求 め る こ と。

4 市民 に 安 全 で 良 質 な水 を供 給 す るた め に も、 これ 以 上 の民 間業 務 委 託 を

行わな い こ と。

5 すべ て の 水 道 管 の維 持 補 修 ・耐 震化 につ い て は 「姫 路市 水 道 事 業経 営戦 略 」

に基 づ き、 推進 す るこ と。

6 日本製 鐵 ・ダ イセ ル ・日触 等 の トン あた り 4円30銭 とい う工 業 用水 の特

権的低 料 金 を改 め、使 用量 に応 じた 累進 料 金 体 系 の確 立 を要 求 し、工 業 用水

の反 復 利 用 率 を高 め て 大 企 業 の 水 の 浪 費 を な く し、 市民 の 上 水 道 の水 資源

確保 を図 る こ と。

7 自然 災 害 に よ る経 済 的 困難 が 生 じた 場 合 は 、 水道 料 金 の減 免 を行 うこ と。

8 水道 管 路 等 の 夜 間休 日突 発 工 事 の待 機 対 応 に 当た る水 道 工 事 事 業者 に は 、

相応 の配 慮 を講 じるこ と。
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文教 ・子 育て委員会

教育委員会

く重 点 項 目〉

1 いじめ ・体 罰 ・不 登 校 ・学 級 崩壊 等 の深 刻 な状 況 か ら児 童 ・生 徒 を守 り、

教員 の 多 忙 化 を解 消す るた め に 、 以下 のことを 行 うこ と。

① 30人 以 下 学 級 の早 期 実 現 を国 ・県 に要 求す るこ と。

② スクー ル カ ウン セ ラー ・ス クー ル ソー シ ャル ワー カー な どの増 配 置 を

行い 相談 体 制 を強 化 す るこ と。

③ スクー ル サ ポ ー トス タ ッフ の 配 置 を全 校 に行 うこ と。

④ 姫路 まな び 応 援 スタ ッ フ全 校 配置 を継 続 す るこ と。

⑤ 体罰 を許 さな い 取 り組 み を強 化す るこ と。

⑥ 市の責 任 で新 た な適 応 指 導 教 室を設 置 す るな ど不 登 校 対 策 に積 極 的 に

取り組 む こと。

2 格差 と貧 困か ら子 ど もを 守 るた め、文 科省 の通 知 を尊 重 し、就 学援 助 制度

の広 報 ・周 知 ・拡 充 を図 る こ と。

3 「教職 員 の勤 務 時 間適 正 化 推 進 プ ラン 」 に基 づ き、 ノー 部 活 デ ー の完 全 実

施や 外 部 指 導 者 を活 用す るな ど教 員 の多 忙 化解 消 を 図 る こ と。 あわせ て文

科省 の方 針 に基 づ き、 部活 動 は 週 二 日以 上 の休 日を 実 施 す るこ と。

4 教職 員 の 人 権 意 識 の向 上 を図 るこ と。

5 姫路 市 立 小 中学 校 適 正 規 模 適 正 配 置 基 本 方針 につ い て は 、 文科 省 も少 人

数学 級 を検 討 す るこ とを 明 らか に して お り、 策定 した 基 本 方 針 を撤 回す る

こと 。

◆◆◆ ◆ ◆

1 義務 教 育 費 の 国 庫 負 担 制 度 を堅 持 し、 国庫 負 担 割 合 を元 に戻 す よ う国 に

求め る こ と。

2 憲法 と子 どもの 権 利 条 約 に基 づ く民 主 教 育 を進 め るこ と。

3 改定 され た教 育 委 員 会 制 度 の も とに あ って も、引 き続 き、教 育 の 自主 性 と

政治 的 中立 性 を堅 持 す るこ と。

4 全国 学 カ テ ス トの 廃 止 を 国 に 求 め、 結果 につ い て は 学 校 ご との 公 表 は し

ない こ と。

5 内心 の 自由 、 思想 信 条 の 自由 を 奪 う 「日の丸 」 「君が代 」 の押 しつ け は 絶

対に行 わ な い こ と。
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6 教科 書 の 採 択 に あ た って は 、教 員や 保 護 者 の意 見 を十 分 反 映 し、歴 史 的 事

実を歪 曲 し た り、基 本 的人 権 より国 家 秩 序 を優 先 す る教 科書 は 、今 後 とも採

択 しな い こ と。 また 公 正 公 平 な教 科書 採 択 を行 うこ と。

7 人権 教 育 につ い て は 、人 権 擁 護 推 進 法 の終 結 をふ ま え 、特 定 地 区 を優 遇 し

たり、 「同和 教 育 」 を重 点 とす る取 り組 み は行 わ な い こと。

8 平和 教 育 につ い て は 、 平和資 料 館 や 太 平 洋 戦 全 国戦 災都 市 空 爆 死 没 者 慰

霊塔 な ど を 活 用 し、 平和 の尊 さに つ い て啓 発 す るこ と。

9 不登 校 の 子 ど もた ちや 、 在 日外 国 人 な ど の た め の 夜 間 中学 校 を開設 す る

こと。

10 児童 生 徒 の定 期 健 康 診 断 後 の受 診 率 向上 に努 め、 受診 率 の低 い学 校 に つ

いて は 、 指導 を行 うこ と。

11 学級 担 任 な ど恒 常 的 な業 務 には 、 正規 職 員 を配 置 し、 確保 す るこ と。

12 希望 者 の い る学 校 に特 別 支 援 学 級 を設 置 す るこ と。全 ての 特 別 支援 学 級 ・

障害 児 に 市 費 介 助 員 を増 配 置 す るこ と。 また プ ー ル 指 導 介 助 員 の待 遇 改 善

を行 うこ と。

13 特別 支 援 学 級 の 1 学 級 の上 限 を 6人 に し、 学年 に配 慮 した学 級編 制 を行

い、 丁寧 な 指 導 が で きる よ う県 に求 め る こ と。

I4 書写 養 護 学校 につ い て は 、 次の改 善 を図 る こ と。

① 実態 に あ った 教 諭 ・看 護 師 ・介 助 員 の増 配 置 を行 うこ と。

② 重度 障 害児 が バ ス通 学 で きる よ うに す るこ と。

15 施設 費 ・需 用 費 ・教 材 費 につ い て は 国 基 準 を公 表 し、市独 自で も基 準 を設

定す るな ど 、 増額 を図 る こ と。

16 ICT教 育 の推 進 に あ た って は 、 児童 ・生 徒 の IT環 境 格 差 をな く し、 あく

まで も授 業 を深 め るた め の ツー ル とす るこ と。ま た 、ICT支 援 員 を拡 充す る

こと。

17 子ど もた ちの 教 育 環 境 を整 え るた め に 、 以下 の ことを 早 急 に行 うこ と。

① 各学 校 にエ レベ ー ター ・ス ロー プ 等 を設 置 し、 学校 のバ リア フ リー 化

を推 進 す るこ と。特 に障 害児 の在 籍 す る学 校 に は早 急 に対 応 す るこ と。

② 特別 教 室 や 体 育 館 へ の空 調 設 備 の設 置 を推 進 す るこ と。ま た 、少 人 数 授

業を推 進 す るた め に 空 き教 室 に空 調 設 備 を設 置 す るこ と。

② 各階 に男 女 別 トイ レ を完 備 す ると と も に 洋 式 化 を促 進 す るこ と。

18 小学 校 給 食 は 地 産 地 消 の 自校 方 式 を維 持 し、 これ 以 上 の民 間委 託 は行 わ

ない こ と。 また 、 「食育 推 進 プ ラン 」 に基 づ き食 育 を推 進 す るこ と。
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19 中学校給 食 も地 産地消を推進 し、 南部エ リア においては土壌安全対策 を

図り、 全員 給食 を早急に実施す ること。 また 、 「食育推進プラン」 に基づき

食育 を推進 す ること。

20 この たび のコロナ 禍による夏 期休業 中の登校 日に なぜ給食 が実施で きな

かった のか 検証 す ること。 あわせ て今後 この よ うな 事 態になって も給 食が

実施 で き る よ う、 調 理 室 へ の エ ア コ ン 設 置 を 推 進 す る こ と。

21 市立幼稚 園については、 全園で 3歳 児保 育 と預 か り保 育 を行 い 幼児教

育のスタン ダー ドとしての責任 を果 たし、 民間移 管は行わない こと。

22 産業医の配置 をは じめ、 教職員の健 康診 断 の科 目を増やす など健診内容

の充実 を図 り、 教職員が安心 して働 ける条 件整備 を行 うこ と。

23 教職員の病気 療養 にあたっては、児童 ・生徒の授 業や学校運営に支障をき

たさな い よ う病 欠教職員の代替教職員をプール化 し確保す ること。

24 城郭研 究 セン ター は、姫 路城 を中心に、日本と世 界の城 閣の歴 史と現 状 を

研究 ・紹 介 す る施 設 として独 立 させ ること。

25 城内図書 館は中央 図書館 として、それ にふ さわ しい整備を行 うこ と。また、

図書購入費 の増 額 と、 図書館司書 の採用を再 開す ること。

26 国指 定史跡 で ある瓢 塚古墳 につ いては、 歴史的価値 にふ さわ しい保 存 を

計画的に進 めること。

27 太平洋 戦 全国戦 災都市空爆 死没者慰霊塔 は登録 有形文化財 に指定 され る

よう国 に求 めること。

28 公民館 は、住 民 自治 を学ぶ場 として社 会教 育法 に基づき運 営を行い、市長

部局には移 管 しない こと。
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こど も未 来 局

く重 点 項 目 〉

1 国の幼児 教育・保 育の無償化により、待 機児童が生 まれ ないよう、保 育の

質と量 を確 保す ること。また、現 在 ある認 定 こども園の地方裁量型について

は、 保育所 型に移行できるよ うに 支援す ること。

2 児童虐待 防止のために、 「こど も家 庭総合支援室」 を中心 に福祉部門と教

育部門の連 携強化 を図ること。

3 こど もの 貧困に対応す るた め、 子どもの生活実態調査 の結 果 に基づき、

「こど もの 貧 困対 策基本計画」 を策 定す ること。

4 市として 、 児童相談所の設置 に向けて取 り組 むこと。

1

◆◆◆◆◆

子ども・子 育 て支援新制度 は 「子 どもの権利条約」 と児 童福祉法の理念に

基づいて、 保育 の公的責任 を果 たす こと。

2 認可保 育 所 については保育単価 を引き上 げ、夜 間・休 日実 施園を拡充す る

とともに 、 運営費助成 を増額す ること。

3 病児 ・病 後児保 育の広報 ・周知 を図 るとともに、医療機 関併 設型施設設置

の拡 充 を行 うこ と。

4 子どもの 貧 困対 策の一環 として、食 事 も提 供す る 「子 ども食 堂」など地域

の居場所 づ く りに財 政支援 を行 うこ と。

5 放課後児 童 クラブ は児童福祉 法に則 り、 次の施策を推 進す ること。

① 運営は市 が責任 を持 ち、 希望者 のい る小 学校の全 てで実施す ること。

② 支援 員 の研 修 は全員を対象 に し、 内容 を改善 し亦実す ること。

③ 時間給 の増 額 など支援員の待 遇改善 を図 ること。

④ 育成 支援 の時 間と支 援員の勤務 時間に差 を設 けるとともに、 配置につ

いては 、 30人 まで は 2人 、 それ 以上 は 15人ごとに 1人加配す ること。

6 放課 後児 童 クラブ での子 どもた ちの豊 かな過 ご し方 を保 証す ること。

7 新型 コロナ ウイル ス感 染症 に伴 う休 校 時の放課後児童 クラブ の開所 時間

は、 長期休 業時 と同様 に運 営す ること。

8 感染症 パ ンデ ミックや 大規模災害 時の子育 て支援策は迅速 に行 うこ と。
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